
他都市の市民活動団体向け補助金 資料１－２

県内中核市

豊橋市 A市 B市

つつじ くすのき ハード 公益活動助成金 はじめの一歩 活動ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 新規事業ﾁｬﾚﾝｼﾞ

補助対象 事業（●…施設整備型） ○ ○ ● ○ ○ ○ ○(新事業）

運営経費 × × × △（一部可） ○ ○ ×

年数制限 設立2年未満 設立2年以上 設立2年以上 交付後3年未満 設立5年未満 設立3年以上 設立5年以上

回数制限 1回 同一事業3回 なし 交付後3年未満 1回（2カ年） 1回(2カ年) 同一事業1回(3カ年)

補助率 10/10 1/2 8.5/10～9/10 80% 10/10 2/3(1年)・1/3(2年) 2/3

上限額 5万円 30万円 85万円 5万円 10万円(1年)・5万円(2年) 20万円(1年)・10万円(2年) 60万円(3年計)

審査 書類 ○ ○ ○ ○

公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ × ○ ○ ○

他からの補助 × × × ○（他補助を除いた額）

受付・審査時期 4～5月

事業時期 申請日～3月

支払対象月 申請後～決定前でも可

支払方法 概算1/2　完了1/2

財源 基金（MINTO） 一般財源

その他 市の登録団体 3カ年の事業計画書

・市民活動登録制度 2年目以降も審査（進捗確認）

事業支援型中止

・予算削減1件30万円

団体員への経費

・謝礼・旅費・通信費

県内中核市

4～3月 7～3月

○

○

×

12～1月・3月 4～5月

事業補助ではなく、年間を通じた運営補助

4～3月 7～3月

基金 一般財源

概算 概算



他都市の市民活動団体向け補助金

補助対象 事業（●…施設整備型）

運営経費

年数制限

回数制限

補助率

上限額

審査 書類

公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ

他からの補助

受付・審査時期

事業時期

支払対象月

支払方法

財源

その他

中部地方中核市 MINTO活用 MINTO活用 MINTO活用

D市 E市 F市 G市

企画・研究部門 実践活動（ﾎｯﾌﾟ） 実践活動（ｽﾃｯﾌﾟﾟ） 実践活動（ｼﾞｬﾝﾌﾟ） 市民活動支援 ﾌｧﾝﾄﾞ助成 住民参加型施設整備 まちづくり環境整備

○ ○（本補助金未交付） ○（ﾎｯﾌﾟ継続） ○（ｽﾃｯﾌﾟ継続） ○ ●（施設・空間整備） ●(住民参加型施設) ●

× × × × × × × ×

なし なし ﾎｯﾌﾟ受給2年以内 ｽﾃｯﾌﾟ受給2年以内 なし なし 1年以上の活動実績 なし

同一事業1回 同一事業1回 同一事業1回 同一事業1回 同一事業3回 1回 なし（全体で3回） なし

10/10 8/10 6/10 4/10 2/3 10/10 10/10 80%

10万円 100万円 60万円 40万円 20万円 500万円 1,000万円 100万円

なし（確認） ○ 審査には反映しない ○+ﾋｱﾘﾝｸﾞ（非公開）

○ ○ ○ なし

× ×（民間は○） 市×（他はOK） ×（民間は○）

4～5月・6月 5～6月 2～3月・4～5月 4～5月

決定後から 4～3月 5月～3月 7～3月

決定後から 4月から遡り充当可 交付決定後の支払い

概算可 終了後払い（分割可） 概算可 概算

一般財源 基金（MINTO） 基金（MINTO） 基金（MINTO）

スタート枠 NPO・企業協働ﾀｲﾌﾟあり 条件 補助率 団体条件

・企画・研究部門交付済 ・事前に研究助成 ・500万円以上8/10 ・市民ｾﾝﾀｰ・ﾎﾞﾗｾﾝ登録

・2年未満 5年間は維持 条件 3年間は維持

・広く門戸を開く 自治会× ・200万円以上の事業 協働企業ありきでもOK

・上限額50万円 人件費全経費の1/5以内

中部地方中核市

C市

4月～3月

△（応募者多数）

○

×

1～2月、4月第1週

4月（交付決定日以降）～3月

一般財源

概算（8割）・完了後精算



他都市の市民活動団体向け補助金

補助対象 事業（●…施設整備型）

運営経費

年数制限

回数制限

補助率

上限額

審査 書類

公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ

他からの補助

受付・審査時期

事業時期

支払対象月

支払方法

財源

その他

東三河 東三河

H市 J市

ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ支援補助金 はじめの一歩部門 ほとばしる情熱支援部門 明日のまちづくり（市民活動組織） まちづくり事業補助金 新規団体活動補助金 人材養成活動補助金 市民活動向上事業補助金

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○市民活動者向け講座・講習会・集会

△（人件費一部可） × × × × × ○ ×

なし なし なし なし なし 設立2年未満 なし なし

1回 1団体2回 1回 1事業1回 1事業3回 1回・まちづくり交付団体× 1団体2人/年間 なし

10/10 10/10 10/10 9/10 1/2 10/10 10/10 1/2

10万円 10万円 1事業100万円（複数年計） 30万円 20万円 3万円 3万円 20万円

企画書類審査 ○+面接審査 ○ × ○（確認作業） ○ ○ ○

なし なし ○ ○ ○（審査会　まちづくり会議） × × ○（審査会　市役所関係部署）

市は×（他はOK） ×

～6月 2月・3月 1月・2月 4～5月・6月 3～4月・4月 （随時）～1月 （随時）～2月 4～5月・5月

9～3月 4～3月 4～3月 6月～2月 5月～2月 ～2月 ～2月 6月～2月

交付決定後 交付決定後

概算可 概算可

基金（寄附があったときのみ） 基金

団体条件 複数年（3年可）毎年審査 市民の定義 対象経費 市民活動の担い手の育成

・ﾎﾞﾗｾﾝ・市民ｾﾝﾀｰ登録団体 ・市内に居住・就学・就職 ・交通費・宿泊費・受講料等 団体間の連携強化の促進

市内企業との協働 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ1人500円OK 市内団体向け

協働企業ありきでもOK 実施主体の違い

人件費全経費の1/5以内 ・住民組織「地域計画事業」50万円

・住民組織「地域計画外事業」20万円

・市民活動組織　30万円

東三河 東三河

I市 K市

市は×（他はOK） ×

基金

交付決定後

基金

交付決定後

概算 事業終了後


